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１．旅行のお申込及び契約の成立時期                   

①お申込書に所定の事項を記入し、郵送又はFAXにてお送り下さい。? 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものとします。③旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申込時

にお申し出て下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。④２０歳未満の方が単独でご参加の場合は保護

者の同意書が必要です。 
２．旅行代金のお支払い                            

旅行代金は旅行出発の前日から起算してさかのぼって７日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 
３．旅行代金に含まれるもの                          

①旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代及び消費税等諸税。②添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。③上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用され

なくても払戻しはいたしません。 
４．当社による旅行契約の解除及び催行中止               

①お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。②次の各一に該当する場合は、当社の旅行契約を

解除することがあります。ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格技能参加条件を満たしていないことが明らかになった時。ｂ．お客様が病気その他の事由で、当該旅行に耐えられないと認められたとき。C．お客様

が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。ｄ．お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たない時。この場合は旅行開始日の前日から起算して遡って１３日目に

あたる日より前（日帰りの旅行は３日前にあたる日より前）に旅行中止のご通知をいたします。?．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公庁の命令、その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載

した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となった時、既に収受している旅行代金（あるいはお申込金）の全額を払戻しいたします。 

③当社は本項①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払戻しいたします。 
５．取消料 

①旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人様につき下記の料率取消料を、ご参加のお客様からは１室ご利用人数の変更に対する差額金をそれぞれいただきます。 
     
 

                                   

                                        

                                       

                                        

                                           

  

 

 

  

 

        ②旅行代金が期日までに支払われないときは、当社の該当期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。③お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一

部の変更についても、お取り消しとみなし、取消料の対象となります。 
６．当社の責任及び免責事項 

       ①当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。②手荷物について生じた本項①の損害については、損害発生の翌日から起算して１４日以内

に当社に対して通知があったときに限り１人１５万円を限度として賠償いたします。③ただし、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し

ない場合。 
７．特別補償 

当社は前６項①の当社の責任が生じるか否かを問わず、主催旅行約款によりお客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金１５００万円、入院見舞    

金２万～２０万円、通院見舞金１万円～１０万円をお支払いします。又、手荷物に対しましては、損害補償金を１５万円を限度としてお支払いいたします。 
８．旅程補償 

旅行日程に掲げる変更が行われている場合は、旅行業約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に定める率を乗じた額の変更補償金をお支払いします。ただし、一旅行契約についての変更補償金額が１０００円未満の

場合は、変更補償金はお支払いしません。 


